
京都ノートルダム女子大学公的研究費等の取扱規程 

 

第１章 総 則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、京都ノートルダム女子大学（以下「本学」という。）の教職員が公的研究

費等の交付を受ける場合に、その取扱に関して適正な運営及び管理に必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

（法令等の遵守） 

第２条 本学は、法令、公的研究費等交付者の定め及び本学の関係諸規定を遵守し、公的研究

費等の管理・監査を適切に行うものとする。 

 

第２章 公的研究費等の運営・管理体制 

 

（責任と権限） 

第３条 公的研究費等を適正に運営及び管理するために最高管理責任者、統括管理責任者、部

局責任者及び経費管理責任者を置く。 

(1) 最高管理責任者は、本学全体を統括し、公的研究費等の取扱について適切な運営・管

理を行うにあたって最終責任を負うものとし、学長をあてる。 

(2) 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、機関全体の公的研究費等の実質的な運

営・管理を行うものとし、事務局長をあてる。 

(3) 部局責任者は、各部局における公的研究費等の運営・管理について実質的な責任と権

限をもつものとし、各学部長・課程長・学科主任、研究科長・専攻主任及び各センター

長をあてる。 

(4) 経費管理責任者は、統括管理責任者の命を受け公的研究費等の運営・管理に関する事

務をつかさどるものとし、管理運営部長をあてる。 

２ 最高管理責任者は、統括管理責任者、部局責任者及び経費管理責任者を適切に指揮監督す

るものとする。 

 

（責任体制の公表） 

第４条 本学は、公的研究費等の運営・管理体制を周知させるため、その必要な事項について

本学ホームページ等により公表する。 

 

（事務の委任) 

第５条 最高管理責任者は、公的研究費等のうち科学研究費助成事業に係る交付申請、実績報

告、成果報告等の事務手続きを研究推進課長に委任する。 

２ 最高管理責任者は、公的研究費等の交付内定（継続分を含む。）を受けた時は、その経理に

関する事務を経費管理担当者として財務課長に委任する。 

 

第３章 運営・管理のための環境整備 

 

（ルール及び運営方法の明確化・統一化） 

第６条 統括管理責任者は、研究推進課及び財務課をして、公的研究費等の執行のために必要

なルール及び運営方法について、明確化並びに統一化を図らなければならない。 

 

（研修会等） 



第７条 統括管理責任者は、研究推進課及び財務課をして、教職員を対象に研修会・説明会を

行い、公的研究費等の執行に関するルール及び運営方法等を周知させるものとする。 

２ 公的研究費等に応募しようとする教職員は、研修会・説明会等に参加しなければならない。 

 

（関係ルールの遵守） 

第８条 公的研究費等の交付を受ける教職員は、公的研究費等に関する法令及び本学のルール

を遵守することを最高管理責任者に対して書面をもって誓約しなければならない。 

 

第４章 研究費の適正な運営・管理 

 

（経費管理担当者） 

第９条 経費管理担当者は、各交付を受ける公的研究費等について、次の各号に定める事を行

うものとする。 

(1) 研究者に代わり、公的研究費等の経費管理に係る諸手続を行う。 

(2) 公的研究費等の執行を適切かつ効率的に管理できるよう、会計処理システムを整備

する等、事務処理の改善を行う。 

 

（物品の検収） 

第１０条 設備、備品又は図書の支出については、本学における個人研究費の取扱に準じるこ

ととし、物品の検収は研究推進課において、図書の検収は教育支援部図書館事務室において

行うものとする。 

 

（旅費及び謝金等） 

第１１条 旅費及び謝金等の支出については、本学における旅費及び個人研究費の取扱を定め

た規程を準用する。 

 

（特別な事由による支出） 

第１１条の２ 第１０条及び第１１条の規定によらない特別な事由による支出については、別

に定める。 

 

（間接経費） 

第１２条 間接経費の取扱については、別に定める。 

 

第５章 監査体制 

 

（内部監査の実施体制および公的研究費等の返還ならびに懲戒） 

第１３条 公的研究費等の適正な使用を確保するため、毎年定期的に内部監査を実施する。 

２ 内部監査は、法人本部財務部が行う。 

３ 内部監査では、公的研究費等の使用状況、納品の状況や事実関係の確認を含めた監査を行

う。 

４ 公的研究費等の不正使用および不正行為が明らかになった場合には、速やかに調査を実施

し、当該公的研究費等の支給団体にその結果を報告した上で、執行済みの公的研究費等の全

額を返還しなければならない。 

５ 公的研究費等の不正使用等に係る懲戒については、「京都ノートルダム女子大学研究活動

上の不正行為における懲戒に関する規程」を適用する。 

 

第６章 不正使用等の防止に関する体制 



 

（相談受付窓口の設置） 

第１４条 公的研究費等の適正な運営・管理を行うための相談受付の窓口は、統括管理責任者

の下に研究推進課に設置する。 

 

（不正使用等の防止計画の実施） 

第１５条 統括管理責任者は、公的研究費等の不正使用等の防止計画を具体化するための運用

ガイドラインを策定するとともに、これを教職員等に周知させるものとする。 

２ 統括管理責任者は、不正使用等の防止計画の実施状況を監視し、必要がある場合は関係部

局に改善を指示するものとする。 

 

（不正防止計画推進部署の設置） 

第１６条 公的研究費等の適正な運営・管理を行うための不正防止計画推進部署は、統括管理

責任者の下に設置し、総務課長、財務課長、研究推進課長がその任にあたる。 

 

（通報受付窓口の設置） 

第１７条 公的研究費等の不正使用等に関する通報を学内外から受け付ける窓口は、統括管理

責任者の下に研究推進課に設置する。受け付けた通報については、速やかに最高管理責任者

に報告する。 

 

（不正使用等の調査） 

第１８条 公的研究費等の不正使用等の調査については、研究推進課がその任にあたる。 

 

（不正な取引に関与した業者への取扱） 

第１９条 不正な取引に関与した業者が明らかになった場合には、最高管理責任者は、大学評

議会に諮った上で、当該業者に対して取引停止を含む処分を行う。 

 

第７章 補則 

 

（事務取扱） 

第２０条 この規程の事務取扱は研究推進課が行う。 

 

（規程の改廃） 

第２１条 この規程の改廃は、大学評議会の議を経て、学長が行う。 

 

 

附 則 

この規程は平成 19年 10月 1日から施行する。 

 

附 則（平成 20年 11月 26日改正） 

この規程は平成 20年 11月 26日から施行する。 

 

附 則（平成 21年 7月 22日改正） 

この規程は平成 21年 4月 1日から施行する。 

 

附 則（平成 22年 6月 30日改正） 

この規程は平成 22年 7月 1日から施行する。 



 

附 則（平成 25年 10月 22日改正） 

この規程は平成 25年 11月 1日から適用する。 

 

附 則（平成 26年 1月 28日改正） 

この規程は平成 26年 1月 1日から適用する。 

 

附 則（平成 28年 4月 20日改正） 

この規程は平成 28年 5月 1日から適用する。 

 

附 則（平成 28年 11月 30日改正） 

この改正は平成 28年 12月 1日から施行する。 

 

附 則（平成 29年 7月 19日改正） 

この改正は平成 29年 8月 1日から適用する。 

 

附 則（令和４年 11月 16日改正） 

この改正は令和４年 11月 16日から施行する。 

 

   附 則（令和 5年 9月 20日改正） 

 この改正は、令和 5年 4月 1日から適用する。 

 

   附 則（令和 5年 10月 18日改正） 

 この改正は、令和 5年 4月 1日から適用する。 

 

   附 則（令和 5年 11月 15日改正） 

 この改正は、令和 5年 4月 1日から適用する。 

 


